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●
令

和
７

年
４

月
１

日
以

降
も

有
効

な
経

過
措

置
 

職
種

・
加
算

等
 

要
件

等
 

経
過

措
置
の

内
容

 

食
事

提
供
体

制
加
算

 

事
業

所
内

で
食

事
を

作
り

提
供

し
た

、
又

は
ク

ッ
ク

チ

ル
、
ク

ッ
ク

サ
ー
ブ

等
特
殊
な

方
法

で
事

業
所
へ

搬
入
さ

れ
た

食
事
を

提
供
し

た
場
合
、
平

成
30

年
3
月

31
日
ま

で
の

間
加
算

を
算
定

す
る
。

 

要
件

追
加
の

上
、
令

和
９
年
３

月
３

１
日

ま
で
経

過
措
置
延

長
。
 

【
追

加
さ
れ

た
要
件

】
 

①
管

理
栄
養

士
又
は

栄
養
士
が

献
立

作
成

に
関
わ

る
こ
と
（

外
部
委

託
可
）
又

は
、
栄
養

ケ
ア
・
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

若
し
く

は
保

健
所

等
の
管

理
栄
養
士

又
は

栄
養

士
が
栄

養
面
に
つ

い
て

確
認
し

た
献
立

で
あ
る
こ

と
 

②
利

用
者
ご

と
の
摂

食
量
を
記

録
し

て
い

る
こ
と
 

③
利

用
者
ご

と
の
体

重
や
Ｂ
Ｍ

Ｉ
を

概
ね

６
月
に

１
回
に
記

録
し

て
い

る
こ
と
 

児
童

発
達
支

援
セ
ン

タ
ー
に

お
け

る
食
事

提
供
加

算
 

低
所

得
者
及

び
中
間

所
得
者
に

つ
い

て
は

、
人
件

費
相
当

分
を

食
事
提

供
加
算

（
Ⅰ
：
中

間
所

得
者

の
場

合
30

単

位
/回

、
Ⅱ
：
低
所

得
者
の

場
合

40
単

位
/回

）
と

し
て

事

業
所

に
支
給

し
、
利

用
者
の
負

担
が

食
材

料
費
の

み
と
な

る
よ

う
に
す

る
。

 

栄
養

面
な
ど

障
害
児

の
特
性
に

応
じ

た
配

慮
や

、食
育

的
な

観
点

か
ら

の
取
組

等
を
求
め

る
と

と
も
に

、
取
組

内
容
に
応

じ
た

評
価

と
す
る

見
直
し
を

行
っ

た
上

で
、
令

和
９
年
３

月
3
1
日

ま
で

経
過
措

置
を
延

長
す

る
。
 

食
事

提
供

加
算

（
Ⅰ

）
３

０
単

位
／
日

…
①

 
食

事
提
供

加
算

（
Ⅱ

）
４

０
単

位
／
日

…
②

 
※

児
童

発
達

支
援
セ

ン
タ
ー
が

低
所

得
・

中
間
所

得
世
帯
の

児
に

対
し

て
利
用

す
る
障
 

害
児

の
栄
養

面
や
特

性
に
応
じ

た
配

慮
等

を
行
い

、
食
事
の

提
供

を
行

う
場
合
 

①
 
栄

養
士
に

よ
る
助

言
・
指

導
の

下
で

取
組
を

行
う
場
合

 

②
 
管

理
栄
養

士
等
に

よ
る
助

言
・

指
導

の
下
で

取
組
を
行

う
場

合
 

同
行

援
護

 
（

従
業

者
）

 
同

行
援

護
従

業
者
養

成
研
修
一

般
課

程
修

了
者
（

※
１
）

 

令
和

３
年
３

月
3
1
日

に
お
い

て
盲

ろ
う

者
向
け

通
訳
・
介

助
員

で
あ

っ
た
者

が
、
令
和

６
年

３
月

３
１

日
に

お
い

て
同

行
援

護
の

事
業

を
行

う
事

業
所

の
従

業
員

で
あ

っ
た

場

合
に

限
り
、
令

和
９

年
３
月

31
日

ま
で
の

間
は
、
引
き

続
き

同
行

援
護
従

業
者
養
成

研

修
一

般
課
程

を
修
了

し
た
も
の

と
み

な
す

。
 

行
動

援
護

 
（

サ
ー

ビ
ス

提
供
責

任
者
、

従
業

者
）

 

行
動

援
護
従

業
者
養

成
研
修
過

程
修

了
者
 

強
度

行
動

障
害

支
援

者
養

成
研

修
（

基
礎

及
び

実
践

研

修
）

修
了
者
 

サ
ー

ビ
ス
提

供
責
任

者
 

令
和

９
年
３

月
３
１

日
ま
で
の

間
に

限
り

、
居

宅
介

護
に
係

る
サ

ー
ビ

ス
提
供

責
任
者
の

資
格

要
件
に

加
え
、
知

的
障
害

児
者

又
は

精
神
障

害
者
の
直

接
支

援
業

務
に
５

年
（
９
０

０
日

）
以
上

従
事
し

た
経
験
が

あ
る

場
合

に
配
置

可
。
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従
業

者
（
ヘ

ル
パ
ー

）
 

令
和

９
年
３

月
３
１

日
ま
で
の

間
に

限
り

、
居

宅
介

護
に
係

る
従

業
者

の
資
格

要
件
に
加

え
、
知
的

障
害
児

者
又
は

精
神

障
害

者
の

直
接
支

援
業
務
に

２
年
（

３
６
０

日
）
以

上
従

事
し

た
経
験

が
あ
る

場
合
に
従

事
可

。
 

共
同

生
活
援

助
に
お

け
る
個

人
単

位
で
の

居
宅
介

護
等
の

利
用

 

利
用

者
に
対

し
て
、
当
該

利
用

者
の

負
担

に
よ
り

、
当

該

指
定

共
同

生
活

援
助

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ

る
介

護
又
は

家
事
等

を
受
け
さ

せ
て

は
な

ら
な
い

。
 

（
外

部
サ
ー

ビ
ス
利

用
型
を
除

く
）

 

令
和

９
年

3
月

31
日
ま

で
の

間
は

、
障
害

支
援
区

分
4
以

上
等

の
利

用
者
が

事
業
所
の

従
業

者
以
外

の
者
に

よ
る
居
宅

介
護

等
の

利
用
を

希
望
す
る

場
合

は
、当

該
居
宅

介
護
等

事
業

所
の
支

援
を
受

け
さ
せ
る

こ
と

が
で

き
る
。
た

だ
し
、
令

和
６
年

４
月
１

日
か
ら
は

所
要

時
間
が

８
時
間

以
上
で
あ

る
場

合
は

、
所

定
単

位
数
の

１
０

０
分

の
９
５

を
算
定
す

る
。

 

就
労

支
援
員

及
び

 
就

労
定

着
支

援
員

 
（

就
労

移
行

支
援
、

就
労
定

着
支

援
）

 

独
立

行
政
法

人
高
齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用
支

援
機
構

が

実
施

す
る
基

礎
的
研

修
 

令
和

９
年
度

ま
で
は

経
過
措
置

と
し

て
、基

礎
的
研

修
を
受

講
し

て
い

な
い
場

合
で
も
指

定
基

準
を
満

た
す
も

の
と
し
て

取
り

扱
う

。
 

就
労

選
択
支

援
員

 
（

就
労

選
択

支
援
）

 

・
就

労
選
択

支
援
員

は
就
労
選

択
支

援
員

養
成
研

修
の
修

了
を

要
件
と

す
る
。
 

・
就

労
選
択

支
援
員

養
成
研
修

の
受

講
要

件
と
し

て
は
、

基
礎

的
研

修
を

修
了

し
て

い
る

こ
と

や
障

害
者

の
就

労

支
援

分
野

の
勤

務
実

績
が

通
算

５
年

以
上

あ
る

こ
と

を

要
件

と
す
る

。
 

・
経

過
措
置

と
し
て

、
令

和
９

年
度

末
ま

で
は
、
基
礎

的
研

修
又

は
基

礎
的
研

修
と
同
等

以
上

の
研
修

の
修
了

者
を
就
労

選
択

支
援

員
と
み

な
す
。
 

・
基

礎
的
研

修
の
実

施
状
況
を

踏
ま

え
、
令
和

９
年
度

末
ま

で
は
、
基

礎
的

研
修
と

同
等

以
上

の
研
修

の
修
了

者
で
も
受

講
可

能
と

す
る
。
 

地
域

移
行
等

意
向
確

認
担
当

者
の

選
任
等

 
（

施
設

入
所

支
援
）

 

・
地

域
移
行

及
び
施

設
外
の
日

中
サ

ー
ビ

ス
利
用

の
意
向

確
認

を
行
う

担
当
者

を
選
任
す

る
こ

と
 

・
意

向
確
認

の
マ
ニ

ュ
ア
ル
を

作
成

す
る

こ
と

 

令
和

６
年
度

か
ら
努

力
義
務
、

令
和

８
年

度
か
ら

義
務
化

 
２

年
間

（
※

）
の
経

過
措
置
（

準
備

期
間

）
を
設

け
る
。

 
※

令
和

６
年

４
月
１

日
か
ら
令

和
８

年
３

月
３
１

日
ま
で
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業
務

継
続
に

向
け
た

計
画
等

の
策

定
や
研

修
・
訓

練
等
の

実
施

の
義
務

化
 

（
全

サ
ー
ビ

ス
）

 

全
て

の
障
害

福
祉
サ

ー
ビ
ス
等

事
業

者
を

対
象
に

、
業
務

継
続

に
向
け

た
計
画

等
の
策
定

や
研

修
の

実
施
、
訓

練
の

実
施

等
を
義

務
付
け

る
。
感
染

症
又

は
非

常
災
害

の
い
ず

れ
か

又
は
両

方
の
業

務
継
続
計

画
が

未
策

定
の
場

合
、
基

本
報

酬
を
減

算
す
る

。
 

令
和

７
年
３

月
３
１

日
ま
で
の

間
、
「

感
染

症
の
予

防
及
び

ま
ん

延
防

止
の
た

め
の
指
針

の
整

備
」
及
び
「

非
常

災
害
に

関
す

る
具

体
的
計

画
」
の
策

定
を

行
っ

て
い
る

場
合
に
は

、

減
算

を
適
用

し
な
い

。
 

た
だ

し
、
居

宅
介
護

、
重

度
訪

問
介

護
、
同

行
援

護
、
行
動

援
護

、
重

度
障
害

者
包
括
支

援
、
自
立

生
活
援

助
、
就
労
定

着
支

援
、
居
宅

訪
問
型

児
童

発
達

支
援

、
保

育
所
等

訪
問

支
援

、
計

画
相
談

支
援
、
障
害

児
相

談
支

援
、
地

域
移

行
支

援
、
地

域
定
着

支
援
に

つ
い

て
は

、
「

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
」
の

策
定

が
求

め
ら

れ
て

い
な
い

こ
と
を
踏

ま
え

、
令
和

７
年
３

月
３
１
日

ま
で

の
間

、
減
算

を
適
用
し

な
い

。
 

た
だ

し
、
就

労
選

択
支
援

に
つ

い
て

は
、
令
和

９
年
３

月
３

１
日

ま
で

の
間
、
減
算

を
適

用
し

な
い
。

 

特
定

事
業
所

加
算
 

特
定

事
業
所

加
算
（

Ⅰ
）
、（

Ⅲ
）
、（

Ⅳ
）
の
適

用
を
受

け

て
い

る
事
業

所
 

特
定

事
業
所

加
算
（

Ⅰ
）
、（

Ⅲ
）
、（

Ⅳ
）
の
適

用
に
つ

い
て

は
、
令
和

９
年
３

月
３
１
日

ま
で

の
間
、

な
お
従

前
の
例
に

よ
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

（
※
１
）

●
 
 
本
県
に
お

い
て

同
行
援
護

従
業
者

養
成
研

修
（

一
般
課
程

）
に
相

当
す
る

と
認

め
る
研
修

は
以
下

の
と
お

り
 

▽
本

県
が

指
定

し
た

(旧
名
称
)
居

宅
介

護
従

業
者

等
養

成
研
修

事
業
者

が
実

施
し

た
、

次
の

年
度
内

に
修

了
し

た
研

修
 

・
重
度
視

覚
障
害

者
研
修

課
程

（
平
成

12
年
度

～
平
成

16
年

度
）
 

・
視
覚
障

害
者
移

動
介
護

従
業

者
養
成
研

修
課
程

（
平
成

16
年

度
～
平
成

23
年

度
）

 

・
視
覚
障

害
者
外

出
介
護

従
業

者
養
成
研

修
課
程

（
平
成

19
年
度
～
平

成
23

年
度
）

 
●
 
本
県
に
お

い
て
同

行
援
護

従
業
者
養

成
研
修

一
般
課

程
及

び
応
用
課

程
に
相

当
す
る

も
の

と
認
め
る

研
修
は

以
下
の

と
お

り
 

▽
社
会
福

祉
法
人

日
本
盲

人
会

連
合
が
実

施
し
た

、
次

の
年

度
内

に
修
了

し
た

研
修

 

・
視
覚
障

害
者
移

動
支
援

事
業

従
事
者
資

質
向
上

研
修
（

平
成

20
年
度

～
平
成

23
年

度
）

 

詳
細
は
愛

知
県
障

害
福
祉

課
地

域
生
活
支

援
グ
ル

ー
プ
（

05
2-

95
4-

62
92

）
に
確
認

す
る
こ

と
。
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